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電力業界が地震リスク評価に干渉した４つの事例
Four cases of interference by electric power industry in earthquake risk evaluation

添田孝史 1∗

TAKASHI, Soeda1∗

1 なし
1none

原子力発電所の設計・運転継続の可否を判断するには、地震や津波のリスクを公正な手続きで評価することが不可欠
である。しかし電力会社の業界団体である電気事業連合会（電事連）や東京電力が、政府や学会による地震リスク評価
について、正当でない方法で干渉した事例が、1997年以降で少なくとも 4例明らかになっている。

1.建設省などが策定した「七省庁手引き」を改変しようとした（1997）
津波防災に関連する省庁（国土庁・農林水産省構造改善局・農林水産省水産庁・運輸省・気象庁・建設省・消防庁）は、

「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」および「地域防災計画における津波防災対策の手引き」（以下、「七省
庁手引き」）を 1997年にまとめた。七省庁手引きは、最新の研究成果から想定される最大規模の津波を計算して既往最
大の津波と比較し、「常に安全側の発想から対象津波を選定することが望ましい」と定めていた。七省庁手引きは、日本
海溝沿いで津波地震がどこでも発生しうると想定し、福島第一原発の地点では、津波高さ約 8.6ｍと推定していた。これ
は当時東電が想定していた 3.5 mを大きく上回るものだった。
　電事連は七省庁手引きを改変するよう、事務局のあった建設省に圧力をかけようとした。1997年 7月 25日付けで

電事連が資源エネルギー庁に送った文書は「最大規模の津波の数値を公表した場合、社会的に大きな混乱を生ずると考
えられるから、公表は避けていただきたい」などと指示している。

2.土木学会を利用して、安全率を削減し、津波地震を想定から外した（2002）
　 1990年代までに設計された原発は、既往最大の津波しか想定していなかった。また津波予測の不確定性を補う安全

余裕もほとんど考慮していなかった。1993年の北海道南西沖地震以降、このようなリスク評価の問題点が明らかになり
つつあった。
　電事連は、これらの問題において電力業界の考え方を権威付けするため、土木学会原子力土木委員会の下に津波評

価部会を 1999年に設置。この部会は、津波地震を想定から外し、また不確定性を考慮した安全率を設けない「原子力発
電所の津波評価技術」を 2002年に策定した。部会のメンバーは過半数が電力会社など電力業界に属しており、部会の費
用（約 2億円）はすべて電力会社が負担した。部会に参加した研究者は、安全率を設けることを電力会社が受け入れな
かったと証言している。

3.耐震指針改訂における特定委員のサポート（2001～2006）
原発の安全審査に用いる「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」を、原子力安全委員会が 2006年に改訂した。

改訂作業において、特定の委員を電事連がサポートし、電力業界の考えを代弁させた。具体的には、耐震設計上考慮す
べき活断層の評価期間について「大幅に拡大すべき」という考え方に対して、「特定委員をサポートし、5万年で十分で
あることを主張していただく」「『13万年』案の代案として、現実に運用可能で、合理的評価により既存発電所への影響
も少ない代案を検討し、同様に特定委員から分科会で提示いただく予定」と電事連の資料に残されている。

4.長期評価の表現を書き換えさせた（2011）
地震調査研究推進本部は、日本海溝の地震について、長期評価の改訂を 2009年から進めていた。これを一般に公表す

る前（2011年 3月 3日）に、東電と日本原電、東北電力の３社に見せている。
東電は「貞観地震が繰り返し発生しているかのようにも読めるので、表現を工夫していただきたい」と要望した。地

震本部事務局の担当者は「繰り返し発生しているかについては、これらを判断するのに適切なデータが十分でないため、
さらなる調査研究が必要である」という一文を加える修正案を事務局の独断で作った。この文言を加えれば長期評価の
不確実性が高いように読める。地震本部事務局は「3月 3日の会合以外は、電力会社に事前に長期評価を見せたことはな
い」と説明しているが、十分な調査がなされたのかわからない。
電力業界は強い政治力と資金力を持つ。彼らによる不当な干渉や圧力を避けるためには、リスク評価プロセスの透明

性を、一層高めなければならない。また利益相反も明確にする必要がある。東電は、原発の規制にかかわる地震の専門
家と面談するたびに、「技術指導料」（謝礼）を渡す慣習を長年続けて来た。奨学寄付金や共同研究など、すでに情報公
開の対象になっている費目だけでなく、製薬業界が実施している「企業活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」
に準じて、技術指導料や原稿料、講演謝礼、会食費、交通費などまで開示項目を広げるべきだろう。地球科学の研究者
たちが、より社会の信頼を得るためにも望ましいと考える。
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SCG56-02 会場:103 時間:5月 27日 09:25-09:40

川内原発設置変更許可にみる地震学的問題―想定南海トラフ巨大地震と南九州のス
ラブ内大地震の影響
Seismological problems in the NRA’s permission for the Sendai NPS: Effects of great
interplate and intraslab earthquakes

石橋克彦 1∗

ISHIBASHI, Katsuhiko1∗

1 神戸大学名誉教授
1Emeritus Professor, Kobe University

●原子力安全行政に地震学会が直接口を挟むべきではないだろうが，地震学的に看過できないと思われる具体的問題
があれば，少なくとも学会内で議論をして問題点を共有することは重要だと考えられる．そのような観点からは，九州
電力川内原子力発電所（鹿児島県薩摩川内市）１・２号炉の設置変更許可処分（2014年 9月 10日，原子力規制委員会）
のなかに，地震学的に疑問の点がある．これを考察することは本セッションに相応しいと思われるので，紹介したい．
●原発の「新規制基準」は，「基準地震動」（供用中に耐震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による地震

動）の策定に際し，「敷地ごとに震源を特定して策定する地震動」については，内陸地殻内地震，プレート間地震，海洋
プレート内地震について，敷地に大きな影響を与えると予想される地震を「検討用地震」として複数選定し，選定した検
討用地震ごとに地震動を策定することを要求している（原子力規制委員会規則第 5号の第 4条の解釈別記 2）．
これにたいして九州電力は，九州地方の過去の被害地震のカタログを調べて，プレート間地震と海洋プレート内地震

については，それぞれの最大規模の地震（前者は 1662年日向・大隅地震〔Ｍ７ 1/2～3/4〕，後者は 1909年宮崎県西部地
震〔Ｍ 7.6，スラブ内地震〕）の発生位置が敷地から十分に離れており，敷地に大きな影響を与える地震ではないと考え
られる（震度 5弱程度以上〔九州電力が設けた目安〕とは推定されない）として，検討用地震を選定しないと結論した．
審査は，九州電力の説明を何の疑問も示さずに聞き流し，結果，震源を特定して策定する地震動では，内陸地殻内地

震だけを検討用地震とした基準地震動 Ss-1（最大加速度 540ガル）を認めた．
●だが別記 2は，検討用地震の選定について，プレートの形状・運動なども含む地震発生様式の総合的な検討を求め

ており，過去の被害地震だけにもとづく九州電力の議論は極めて不十分だ．即ち，将来発生するプレート間地震と海洋
プレート内地震が敷地に大きな影響を与えないとは断定できず，検討用地震を選定する必要がないとは言い切れない．
実際問題として，プレート間地震については，内閣府の「南海トラフの巨大地震モデル検討会」が 2012年 8月に公表

した最大クラスの南海トラフ巨大地震の推計震度の最大値の分布図によれば，川内原発付近は震度 5弱の領域に入って
いる．しかも同検討会は，より安全性に配慮する必要のある施設などについては個別の再推計が必要としており，保守
的な震源パラメータ等で再検討すれば，川内原発で震度 5強以上になる可能性もある．海洋プレート内地震に関しても，
フィリピン海スラブは鹿児島県の地下にも存在するから，1909年宮崎県西部地震（深さ 150km，宮崎・鹿児島・大分・
佐賀が震度 5で各地に被害あり）と同様のスラブ内大地震が川内原発に近い鹿児島県北部あたりの深さ 100～150kmで
発生すれば，背弧側での地震波の減衰があっても，原発敷地で震度 5弱以上になる可能性が高い．
●したがって，審査過程において，最低限，プレート間地震と海洋プレート内地震について本当に検討用地震の選定

が必要ないと言えるのか，九州電力に再説明を求めるべきだった．
さらに言えば，原発の安全目標が「炉心損傷頻度 10−4/年程度，格納容器機能喪失頻度 10−5/年程度」で，基準地震動

の年超過確率が 10−4～10−5/年程度とされていることから，1万～10万年に 1度程度かもしれない極めて稀な地震まで
考慮するという意味で，内閣府の強震断層モデルよりも日向灘部分をより保守的にしたＭ 9以上の南海トラフ巨大地震
と，Ｍ 7.7以上の鹿児島県内のスラブ内地震で震源断層モデルを川内原発に不利にしたもの（ディレクティビティ効果な
ど），を検討用地震に加えるべきだと考えられる．それらによる最大加速度は 540ガルを上回る可能性があるし，仮に下
回ったとしても，応答スペクトル・時刻歴波形・振動継続時間といった地震動の特性がSs-1とは大きく違うはずだから，
基準地震動として非常に重要である．なお九州電力は，免震重要棟にたいする長周期地震動の影響を考慮して基準地震動
Ss-Lを策定し，その一環として南海トラフ巨大地震による地震動を評価したが，内閣府のモデルの一部をそのまま使っ
ただけで，きわめて不十分である．しかも，長周期地震動は免震重要棟以外の施設にとっても重要だから，Ss-Lは本来
の基準地震動に含めるべきであろう．

キーワード: 川内原子力発電所,原子力規制委員会,原子炉設置変更許可,基準地震動,南海トラフ巨大地震,スラブ内大地
震
Keywords: Sendai nuclear power station, Nuclear Regulation Authority, permission for change in reactor installation, standard
seismic motion, anticipated great Nankai trough earthquake, large intraslab earthquakes
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SCG56-03 会場:103 時間:5月 27日 09:40-09:55

大飯原発運転差止判決における科学の問題
Scientific issues in the ban injunction to the Oi nuclear power plant

纐纈一起 1∗

KOKETSU, Kazuki1∗

1 東京大学地震研究所
1Earthquake Research Institute, University of Tokyo

判決で挙げられている科学・技術上の問題をまとめると以下の４点となる：(1)ストレステストで得られたクリフエッ
ジ（それを超える地震動が来れば原発全体の安全機能が喪失するレベル）である 1260ガルを超える地震動が万が一にも
来ないと，確実な科学的根拠に基づいて想定することは不可能である．(2)ストレステストの際に新たに算出された基準
地震動（Sクラスの重要施設・設備の安全機能が保持されるレベル）である 700ガルから 1260ガルまでの地震動が来る
危険性があり，これに対して確実に対応策が取れるか否かについては，事象の把握困難・同時多発・訓練不能などの理
由で万が一の危険性が存在する．(3)耐震設計審査指針では B・Cクラスの施設・設備に対して基準地震動で安全機能が
保持されることを要求していない．従って，700ガル未満の地震動が来た場合でも，Sクラスに入っていない外部電源や
主給水の設備の安全機能が失われる危険性がある．(4)使用済み核燃料が置かれた使用済み核燃料プールは，原子炉に対
する原子炉格納容器のような，放射性物質が漏れ出さないように閉じ込めておく堅固な設備が存在しないので，事故時
に放射性物質が放出される危険性がある．
これらのうち，これらのうち (1)と (2)は万が一の危険性であり，(1)や (2)が起きないと科学的に否定することはでき

ないが，確実にいつかは起こると科学的に立証することもできない．一方，(3), (4)にはかなり確実な危険性があると考
えられる．(4)はやや具体性に欠けるので (3)を取り上げると，700ガル未満の地震動が発生することはかなりの確率で
起こり得ることであり，外部電源の設備がそれにより被災することは同じくかなりの確率で起こり得ることである．外
部電源設備の被災は福島原発事故の原因のひとつであったことを考えれば，これをもって大飯原発が事故を起こす危険
性があるとすることは科学的に妥当であるように見える．さらには，原子力規制委員会による新規制基準において，こ
の問題に対して外部電源設備の重要度分類を Sクラスに格上げするのではなく，Bクラスのままで独立した 2系統の外
部電源を用意させるとしていることは適切ではないとこの判決では判断されていることになり，その判断は科学的に正
しいように見える．

キーワード: 福井地裁判決,大飯原発,運転差止,科学・技術的問題
Keywords: Fukui district court, Oi nuclear power plant, ban injunction, issue of science and technology
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SCG56-04 会場:103 時間:5月 27日 09:55-10:10

日本地震工学会による原子力発電所耐震安全研究のロードマップとその補遺の紹介
A guide to JAEE report and its supplement on road map for seismic safety research of
nuclear power plants

香川敬生 1∗

KAGAWA, Takao1∗

1 鳥取大学大学院工学研究科
1Tottori University Graduate School of Engineering

日本地震工学会に設置された「原子力発電所の地震安全問題に関する調査委員会（委員長：亀田弘行京都大学名誉教
授）」は，「原子力発電所の地震安全に関する地震工学分野の研究ロードマップ」を学会として策定すべく，日本原子力学
会に設置された「原子力発電所地震安全特別専門委員会」と連携して，2008年 10月から当初 2011年３月までの活動期
間で進検討を実施した．報告書をとりまとめる最終段階で 2011年東北地方太平洋沖地震が発生し，福島第１原子力発電
所における全電源喪失から炉心溶融に至る過酷事故に至った．これを受け，それまで準備してきた「研究ロードマップ
の検討結果」はそのままの形で第Ⅰ部とし，第Ⅱ部として「東日本大震災をふまえた補遺」を 2011年 10月までにとり
まとめ，今後 20年程度の課題を報告書として上梓した．原子力発電所の地震安全問題は地震学の範疇にとどまらず，土
木・建築構造物および機械系の機器や配管の耐震安全性まで広い範囲を扱っている．
原子力発電は，2011年東北地方太平洋沖地震の発生まで国家プロジェクトとして実施されており，それに工学分野が

どのような取り組みをおこない，今後の課題をどう捉えているかを知ることは，この問題を議論する前提として不可欠
と思われる．原子力発電の是非について，またこれまでの発電によって多量に蓄積した放射性廃棄物への対応について
社会的合意を形成するためにも，地球科学研究の成果が果たす役割は重い．
筆者もこの委員会に参加し，強震動に関する分野を共同執筆した経緯があるため，この調査報告書の一端を紹介する

ことで，地球科学（特に地震学）がこの問題に対して何をすべきかを前向きに考える際に，理学研究分野と工学分野の情
報共有になることを願うものである．
参考文献　日本地震工学会 (2011)，原子力発電所の地震安全に関する地震工学分野の研究ロードマップ,原子力発電所

の地震安全問題に関する調査委員会.

キーワード: 原子力発電所,地震安全,日本地震工学会,研究ロードマップ
Keywords: Nuclear Power Plant, seismic safety, Japan Association for Earthquake Engineering, road map
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SCG56-05 会場:103 時間:5月 27日 10:10-10:40

原子力発電所問題における地球科学者の役割
The role by earth scientists in problems about nuclear power plants

泉谷恭男 1∗

IZUTANI, Yasuo1∗

1 信州大学
1Shinshu University

東日本大震災の被害が大きくなった原因の一つに，科学者による予測結果をそのまま防災対策の目標として採用し，そ
れが安全神話を生み出してしまった，ということがある．地球科学者による津波波高の予測結果に基づいて設けられた
避難所に避難していながら津波に巻き込まれてしまった人々．科学的に安全が確保されていると言われていた福島第一
原発の事故によって放射能を被ってしまった人々．地球科学者は，自らの社会的役割について，根本的に考え直す必要
がある．
先ず，「想定」という言葉の持つ２通りの意味を峻別する必要がある．科学的推論の前提条件を設ける際に「想定」と

いう言葉が使われる（ここではそれを「想定１」と呼ぶ）．例えば，震源断層をこのように想定して地震動を計算した，
という場合の想定が「想定１」である．一方，防災対策の目標や設計基準という意味にも「想定」という言葉が使われる
（ここではそれを「想定２」と呼ぶ）．例えば，津波波高をこのように想定して原発を設計した，という場合の想定が「想
定２」である．「想定１」と「想定２」とは明らかに別物であり，決して混同してはならない．
「想定１」は完璧なものでなければならない．何故ならば，抜け落ちの多い「想定１」から導かれた科学的仮説は信用
することが出来ず，それに基づいて為された科学的判断は非常に視野の狭い危ういものとなるからである．可能な限り
抜け落ちの無い「想定１」に基づいて科学的推論を行うことは，真理の追究という，科学者の本来の使命である．そし
て，その結果に基づいた科学的判断を社会に示すことは，科学者の社会的責任である．しかし残念ながら，原発の基準
地震動の問題においては，地球科学者の知識は非常に限定的であり，可能な限り抜け落ちの無い「想定１」に基づいて将
来の地震に伴う地震動を予測するという努力が為されているものの，完璧には程遠い．
一方「想定２」は，原発の基準地震動の問題においては，それを満足すれば原発の稼動が可能という基準地震動の設

定に相当する．上に述べたように，将来の地震に伴う地震動に関する地球科学者の知識は非常に限られている．そのよ
うな場合「想定２」は，限られた科学的知見に基づく科学的判断の結果そのものではなく，科学的知見に加えて生命や環
境に対する影響その他の社会的要因を考慮して為される社会的判断の結果でなければならない．
東日本大震災の津波被害や原発被害の原因の一端は，完璧ではない「想定１」に基づいた科学的判断の結果を，科学

者が科学的判断と社会的判断の境界を踏み越えてそのまま「想定２」として採用してしまったところにある．科学的知
見が限定的な状態で為される「想定２」は，公共空間（身分や性別や貧富の差などを超越して，様々な考えを持つ人たち
が自由に政治的・社会的問題について対話を行えるような場）における，対話を通じての結論でなければならない．
「想定１」が完璧でないという問題についても，科学者が踏み越えて「想定２」を設定しているという問題について

も，「想定 2」は公共空間において設定されるべきなのにそうされていないという問題についても，すべてが未解決のま
までいながら，原発稼動に関する物事が進行してしまっているのは異常である．「想定 1」に関する問題は，地球科学者
が真理の追求という本来の使命を果たすことによってしか解決の道は無い．「想定２」に関する問題を解決するためには，
先ず地球科学者自身が，科学的判断と社会的判断との境界を踏み越えて「想定２」の設定を行ってはならないというこ
とを，自覚する必要がある．地球科学者には更に，等身大の科学的知見を公共空間に提供し，「想定２」を設定しようと
する社会を対話を通じて支援する，という重要な役割がある．
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SCG56-06 会場:103 時間:5月 27日 10:40-10:45

総合討論
Discussion

川勝均 1∗ ;金嶋聰 2 ;末次大輔 3 ;橋本学 4

KAWAKATSU, Hitoshi1∗ ; KANESHIMA, Satoshi2 ; SUETSUGU, Daisuke3 ; HASHIMOTO, Manabu4

1東京大学地震研究所, 2九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門, 3海洋研究開発機構　地球内部変動研究センター,
4 京都大学防災研究所
1 Earthquake Research Institute, University of Tokyo,2Department of Earth and Planetary Sciences, Kyushu,3Institute of Re-
search on Earth Evolution, Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology,4Disaster Prevention Research Institute,
Kyoto

日本における原子力発電所の在り方について，地球科学的見地からの議論を行う場をオープンにかつ継続的に設けるこ
とは，地球科学と社会とのかかわりを考える上で必要な作業であると考え，2013年よりセッションを開催している．地
震・火山大国日本における原子力発電所の安全確保には，地震・火山噴火現象の理解とそれに基づく災害の予測が必須
である．しかしその理解はきわめて限定的であり，結果として理学的知見に基づく予測，特に低頻度巨大災害の予測に
は，大きな不確定性という限界が存在する．一方，原子力発電所を設計するためには，何らかの基準を定める工学的要
請があり，基準の設定に際しては，大きな不確定性を持つ災害予測を何らかの形で取り込まざるを得ないという困難な
状況がある．原子力発電所の立地や再稼働と無関係ではありえない私達日本の地球科学者は，この困難な状況をどう考
えれば良いのだろうか？ 　火山噴火や地震発生の予測に関わる研究者，地震工学の研究者等による招待講演および一般
講演をふまえ，この問題を考える契機としたい．
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SCG56-07 会場:103 時間:5月 27日 11:00-11:15

原子力発電所の「新規制基準」とその適合性審査における火山影響評価の問題点
Insufficient guideline and reviews on the volcanic risks to the Japanese nuclear power
stations

小山真人 1∗

KOYAMA, Masato1∗

1 静岡大学防災総合センター
1CIREN, Shizuoka University

原子力規制委員会によって制定された「実用発電用原子炉の新規制基準」には火山リスクに関するガイドライン（火
山影響評価ガイド）が含まれ、それに従って既存原発の適合性審査が実施されている。しかしながら、同ガイドと適合
性審査の中身には、火山学・火山防災上の数多くの欠陥や疑問点がある上に、火山専門家がほとんど不在の場で議論が
進められ、危うい結論が出され始めている。ここでは、火山影響評価ガイドならびに九州電力川内原子力発電所（以下、
川内原発）の適合性審査書類を題材として、主要な問題点を指摘・整理する。

火山影響評価ガイドの問題点
（1）発生可能性の恣意的基準
　同ガイドでは、火砕流などの「設計対応不可能な火山事象」が原発の運用期間中に影響を及ぼす可能性が十分小さい

と評価できない場合は、その原発は立地不適とされる。しかしながら、どのような数値基準をもって「十分小さい」と
判断するかは明記されておらず、曖昧かつ恣意的な基準となっている。「設計対応不可能な火山事象」が、活断層の変位
と同等、もしくはそれ以上の厳しいダメージを原発の重要施設にもたらす可能性があることは明白だから、活断層と同
様の数値基準を適用し、12-13万年前以降に「設計対応不可能な火山事象」が達した可能性が否定できない原発を立地不
適としなければ辻褄が合わない。
（2）火山学・火山防災の現状との乖離
　同ガイドにおいては、火山の時間―積算噴出量階段図（以下、階段図）やモニタリングによって将来の活動可能性

を評価することになっているが、それらを用いた予測可能性評価にはさまざまな困難がある。このこと以外にも、川内
原発の適合性審査においては火山学や火山防災の視点から大きな疑問を感じる考察や判断が多数なされている（後述）。
こうした不合理な楽観的判断を排除できるように、同ガイドは加筆・修正されるべきである。

川内原発の新基準適合性審査の問題点
（1）不適切な発生間隔予測
　川内原発の適合性審査書では、階段図を根拠として運用期間中における VEI（Volcanic Explosivity Index）7以上の

噴火可能性は十分低いと判断されているが、噴火間隔がたまたま９万年程度に揃うカルデラの組み合わせを恣意的に選
んで結論を導いたように見える。
（2）巨大噴火未遂事件の問題
　同審査書では、噴火には至ったが VEI7以上にまで発展しなかった噴火、すなわち巨大噴火の未遂事件のことが全く

考慮されておらず、結果としてリスクを不当に低く見積もっている。
（3）地域防災計画との連携欠如
　川内原発では VEI6程度の噴火までは起き得るとして対策が進められているが、現行の鹿児島県の地域防災計画は

VEI5の噴火しか想定しておらず、両者の間に齟齬がある。
（4）モニタリングによる予測の困難
　上記審査書は、単純な隆起速度の観測によって VEI7のカルデラ噴火が予測できると判断しているが、VEI7以上の

噴火を機器観測した例は世界の歴史上にないので、楽観的すぎる。さらに、燃料搬出の余裕をもたせて噴火の数年前に
予測することは不可能であろう。また、大規模カルデラ噴火の懸念を抱かせる異常が観測された場合、未遂に終わるか
否かの見極めは困難であるが、そのつど被災に備えて原子炉から燃料を搬出することは非現実的である。
（5）噴火で被災した原発の被害想定の欠如
　モニタリングに失敗して川内原発が火砕流に襲われた場合の被害想定がなされていない点は、火山影響評価ガイド

のみならず原子力規制行政上の重大な欠陥である。厚い火砕流堆積物に埋まった原発には手の施しようがなく、長期に
わたる放射性物質の大量放出を許すかもしれない。つまり、大規模カルデラ噴火の発生確率がいかに小さくても、その
被害の甚大さと深刻さを十分考慮しなければならない。火砕流に埋まった原発がどうなるかを厳密にシミュレーション
し、放射性物質の放出量や汚染の広がりを計算した上で、その被害規模と発生確率を掛け算したリスクを計算し、その
リスクが許容できるか否かの社会的合意を得るべきである。
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SCG56-07 会場:103 時間:5月 27日 11:00-11:15

火山専門家の利益相反
　原子力行政の意思決定にかかわる専門家には、透明性・中立性が要求されている。疑いをもたれた者がいくら自分

は中立であると主張しても、社会的には公正・中立とみなされない点に、専門家は注意が必要である。火山専門家は利
益相反の問題をつよく意識して中立性の確保につとめるとともに、研究によってわかることと原理的に解明困難なこと
を明確に区別する態度をもって臨むべきである。また、研究費獲得の方便として安易に予知実現の目的を掲げることに
よって、社会に過度な期待を抱かせてはならない。研究費を獲得したいがゆえに、研究の目的や成果を誇大解釈・誇大
宣伝することも利益相反行為である。
参考文献：小山真人（2015）科学，no.2

キーワード: 原子力発電所,火山影響評価,ガイドライン,適合性審査,川内原発,問題点
Keywords: nuclear power station, volcanic risk assessment, guideline, conformity review, Sendai NPS, insufficient evaluation
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SCG56-08 会場:103 時間:5月 27日 11:15-11:45

日本火山学会原子力問題対応委員会「巨大噴火の予測と監視に関する提言」につい
て
A suggestion on prediction of very large eruptions and volcano monitoring from the Vol-
canological Society of Japan

石原和弘 1∗

ISHIHARA, Kazuhiro1∗

1 京都大学名誉教授
1Kyoto University

１．提言にいたる経緯と背景
　日本火山学会には、他の地球科学関連学会と同様に、職務上あるいは火山専門家として防災行政や火山活動評価など

に関わる会員も多い。2009年に発生したイタリアのラクイラ地震に関する裁判では火山学者 1人を含め政府委員会のメ
ンバーであった地球科学者が罪に問われた。この裁判は研究者の行政とのかかわり方を再考させるものであった。わが
国では、内閣府が 2013年 5月 16日に「大規模火山災害対策への提言」を取りまとめ、原子力規制委員会が 2013年 6月
19日に制定した「原子力発電所の火山影響評価ガイド」においては、原発に影響する巨大噴火の兆候把握のために事業
者が行う火山監視・火山活動モニタリング結果の評価に第三者として火山専門家が関わることが明記された。このよう
な状況を念頭に置いて、日本火山学会では，原子力の問題と巨大噴火に関わる事項全般について、学術的な立場から意
見交換・情報共有を行う必要性が認識され，原子力問題対応委員会（臨時）が設置された。同委員会は、2014年 4月 29
日から 3回の会合を開催し、「巨大噴火の予測と監視に関する提言」を取りまとめ、11月 3日の総会で報告するととも
に、日本火山学会会員並びに広く社会に周知・理解され、共有されることを期待して、日本火山学会の HPで公開した。

２．原子力問題対応委員会での検討内容
　委員会は、国及び自治体の火山防災に関わった経験、原発に関する知見を有する会員 7名で構成されている。第 1回

の会合で、火山噴火と原発に関わる問題点、火山影響評価ガイド、大規模火山災害対策への提言、気象庁の噴火警報など
について活発な意見を交わし、各委員の意見をもとに論点を絞って第 2回会合で集中討議、第 3回会合で以下に挙げる
基本的認識を全員で共有し、「巨大噴火の予測と監視に関する提言」を取りまとめた。
○内閣府の提言では、巨大噴火に関する知見は非常に限られていて、噴火予知や対応策について研究を進める体制も

整っていないとしているが、火山影響評価ガイドでは、火山モニタリングにより、原子炉の停止、核燃料の搬出等の措置
ができる時間的余裕をもって、巨大噴火の兆候の把握が可能であることを前提としている。また、火山影響評価ガイド
作成に当たって、内閣府及び火山監視の公的機関である気象庁との事前協議はなされていない。巨大噴火の監視体制や
必要となる調査研究・モニタリング等については関係省庁を含む場で検討されるべきである。
○火山研究者は、火山のモニタリングによる噴火予測の可能性，限界や曖昧さ、並びに巨大噴火の予測や監視に関わ

る現在の状況や今後の取り組みのあり方などを、公開の場で説明する必要がある。

【巨大噴火の予測と監視に関する提言（日本火山学会原子力問題対応委員会）】
巨大噴火の予測や火山監視は，内閣府の大規模火山災害対策への提言（平成 25年 5月 16日）や，原子力発電所の火

山評価ガイド（平成 25年 6月 19日）等により，重要な社会問題となっている。
○巨大噴火（≧ VEI6）の監視体制や噴火予測のあり方について　　
.日本火山学会として取り組むべき重要な課題の一つと考えられる。.巨大噴火については、国（全体）としての対策

を講じる必要があるため、関係省庁を含めた協議の場が設けられるべきである。.協議の結果については、原子力施設の
安全対策の向上等において活用されることが望ましい。
○巨大噴火の予測に必要となる調査・研究について　　
.応用と基礎の両面から推進することが重要である。.成果は、噴火警報に関わる判断基準の見直しや、精度の向上に

活用されることが重要である。
○火山の監視態勢や噴火警報等の全般に関して
.近年の噴火事例において表出した課題や、火山の調査・観測研究の将来（技術・人材育成）を鑑み、国として組織的

に検討し、維持・発展させることが重要である。.噴火警報を有効に機能させるためには、噴火予測の可能性、限界、曖
昧さの理解が不可欠である。火山影響評価ガイド等の規格・基準類においては、このような噴火予測の特性を十分に考
慮し、慎重に検討すべきである。
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SCG56-08 会場:103 時間:5月 27日 11:15-11:45

キーワード: 巨大噴火,原子力発電所
Keywords: very large eruption, nuclear power plant
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